
令和5年4月1日現在

※   令和3年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1％料金が上乗せされます。

通所リハビリテーションの利用者負担額　（3割負担者）

④中重度者ケア体制加算 60円
指定居宅サービス基準の人員に加え看護師又は介護職員を1
名以上配置、要介護3以上が30％以上、時間帯を通じて看護
職員を1名以上配置している場合

⑤科学的介護推進体制加算 120円/月

利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、
心身の状況等の基本的な状況を厚生労働省に提出し、サービ
ス提供にあたり、その情報を適切かつ有効に活用している場
合。

体
制
加
算

①サービス提供
　　　　体制強化加算

66円 介護職員の内、介護福祉士の占める割合が70％以上の場合

②理学療法士等
　　　　体制強化加算

90円
専従する常勤の理学・作業療法士又は言語聴覚士を２名以上
配置されている場合(1時間以上2時間未満)

③リハビリテーション
　　　　提供体制加算

36～84円
常時、理学・作業療法士又は言語聴覚士の合計数が利用者25
名ごとに1名以上配置されている場合

要介護　５ 3846円

要介護　３ 2919円

要介護　４ 3387円

7時間以上
8時間未満

③リハ提供体制加算：
28円

要介護　1 2124円

要介護　２ 2523円

5時間以上
6時間未満

③リハ提供体制加算：
20円

要介護　1 1737円

6時間以上
7時間未満

③リハ提供体制加算：
24円

要介護　1 2010円

要介護　４ 2757円 要介護　４ 3198円

要介護　５ 3129円 要介護　５ 3633円

要介護　２ 2061円 要介護　２ 2391円

要介護　３ 2379円 要介護　３ 2757円

3時間以上
4時間未満

③リハ提供体制加算：
12円

要介護　1 1395円

4時間以上
5時間未満

③リハ提供体制加算：
16円

要介護　1 1560円

要介護　２ 1626円 要介護　２ 1818円

要介護　５ 2418円 要介護　５ 2706円

1431円

要介護　３ 1848円 要介護　３ 2067円

要介護　４ 2130円 要介護　４ 2388円

１.　保険給付の自己負担額 ※要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。

通所リハビリテーションの利用者負担額（1日あたり）

１時間以上
２時間未満

要介護　1 1059円

2時間以上
3時間未満

要介護　1 1104円

要介護　２

要介護　４ 1323円 要介護　４ 1593円

要介護　５ 1407円 要介護　５ 1758円

1152円 要介護　２ 1269円

要介護　３ 1233円 要介護　３

３時４時６時短期テー３時４時６時短期テー
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認知症短期集中
リハビリテーション

加算（Ⅱ）
３ヶ月以内 1920円/月

1月に4回以上リハビリを行い、通所リハビリテーション計画
を作成し、生活機能の向上を行う。

短期集中個別リハビ
リテーション加算

３ヶ月以内 330円/日
医師の指示に基づき、理学・作業療法士等が集中的に個別リ
ハビリテーションを３月以内行った場合。

認知症短期集中
リハビリテーション

加算（Ⅰ）
３ヶ月以内 720円/日

医師の指示に基づき、理学・作業療法士等が３月以内に限
り、１週間に２日を限度として、１日２０分以上のリハビリ
テーションを行った場合。短期集中個別リハビリテーション
加算及び生活行為向上リハビリテーション加算との併用でき
ない。

入浴介助加算（Ⅱ） 180円/日
理学療法士、作業療法士等が利用者の身体状況や訪問により
把握した環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成し、利用者
の居宅の状況に近い環境で入浴を行った場合。

延長
加算

　８時間以上９時間未満 150円/日 7時間以上８時間未満のサービスに引き続き利用が必要とな
る場合。　９時間以上１０時間未満 300円/日

加算
（B）イ

利用開始から
6ヶ月以内

2490円/月
加算（A）イの要件に加え、リハビリテーション計画につい
て、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得るこ
と。

利用開始から
6ヶ月超え

1530円/月
加算（A）イの要件に加え、リハビリテーション計画につい
て、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得るこ
と。

入浴介助加算（Ⅰ） 120円/日 入浴をご利用される場合。

加算
（A）ロ

利用開始から
6ヶ月以内

1779円/月
加算（A）イの要件に加え、リハビリテーション実施計画書
等の情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効に情報を活用
していること。

利用開始から
6ヶ月超え

819円/月
加算（A）イの要件に加え、リハビリテーション実施計画書
等の情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効に情報を活用
していること。

通所リハビリテーションの加算対象額（１日あたり） ※『１．保険給付の自己負担額』に加算されます。
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加算
（A）イ

利用開始から
6ヶ月以内

1680円/月

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の
者が共同してリハビリテーション実施計画書を作成し、1月
に1回以上リハビリテーション会議を行い、介護の工夫点な
どの助言を行った場合。

利用開始から
6ヶ月超え

720円/月

医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の
者が共同してリハビリテーション実施計画書を作成し、3月
に1回以上リハビリテーション会議を行い、介護の工夫点な
どの助言を行った場合。

加算
（B）ロ

利用開始から
6ヶ月以内

2589円/月
加算（A）ロの要件に加え、リハビリテーション計画につい
て、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得るこ
と。

利用開始から
6ヶ月超え

1629円/月
加算（A）ロの要件に加え、リハビリテーション計画につい
て、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得るこ
と。
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事業所と同一建物に
居住する方の減算

要支援1 -1128円
事業所と同一建物に居住する方が利用する場合

要支援2 -2256円

事業所評価加算 360円
運動器機能向上サービスを利用し、要支援状態区分の維持又
は改善者数が70％以上であった場合。

長期間利用減算
要支援1 -60円

利用開始月から12月を超えて利用した場合。
要支援2 -120円

選択的サービス複数実施加算Ⅰ 1440円
運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の
サービスのうち、２種類のサービスを月２回以上行ってい
る。

選択的サービス複数実施加算Ⅱ 2100円
運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の
サービスのうち、３種類のサービスを月２回以上行ってい
る。

生活行為向上
リハビリテーショ

ン実施加算
６ヶ月以内 1686円

日常生活の向上や地域交流への参加など、具体的な目標を立
て、リハビリテーションを計画的に行い、利用者の能力の向
上に向けて支援をおこなった場合。

運動器機能向上加算 675円

理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、利用開始時に
ご利用者さまの運動器の機能を把握し、医師・看護師・介護
職員等の職種と共同して運動器の機能向上計画を作成し、リ
ハビリテーションを行った場合。

②科学的介護推進
　体制加算

要支援１

40円/月

利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、
心身の状況等の基本的な状況を厚生労働省に提出し、サービ
ス提供にあたり、その情報を適切かつ有効に活用している場
合。

要支援２

介護予防通所リハビリテーションの加算対象額（１月あたり）

要支援２ 11997円 サービス利用の目安としては、週2回程度となります。

体
制
加
算

①サービス提供
　体制強化加算

要支援１ 264円
介護職員の内、介護福祉士の占める割合が70％以上の場合

要支援２ 528円

※   令和3年4月から9月末までの間、基本報酬に0.1％料金が上乗せされます。

送迎を行わない場合 -141円 送迎を行わなかった場合（片道につき）

介護予防通所リハビリテーションの自己負担額（1月あたり）

要支援１ 6159円 サービス利用の目安としては、週１回程度となります。

重度療養管理加算 300円/日
要介護3、要介護４又は５の利用者に対し喀痰吸引や経管栄
養などの厚生労働大臣が定める状態にある方に計画的な医学
的管理のもと、サービスを行った場合。（1日につき）

事業所と同一建物に居住する方の減算 -282円/日 事業所と同一建物に居住する方が利用する場合

生活行為向上
リハビリテーション

実施加算
６ヶ月以内 3750円/月

日常生活の向上や地域交流への参加など具体的な目標を立
て、リハビリテーションを計画的に行い、利用者の能力の向
上に向けて支援をおこなった場合。短期集中個別リハビリ
テーション加算及び認知症短期集中リハビリテーション加算
との併用はできない。
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基本時間外
施設利用料

100円
通所リハビリテーション終了後もご利用される場合にお支払いいただきま
す。（３０分ごと）　※通所リハビリテーションのみ

３.　ご持参して頂くもの
・着替え（入浴用　ほか必要に応じて）
・昼食後の内服薬、入浴後の塗り薬や貼り薬など必要に応じて。

※現金や食品の持ち込みはご遠慮願います。

行事費 実　　費
小旅行や観劇等の費用、講師を招いて実施する教室等に参加された場合に
材料費等をお支払いいただく場合がございます。（その都度、お知らせい
たします）

健康管理費
インフルエンザ予防接種に係る費用で、希望された場合にお支払いいただきます。
※市町村により費用が異なります。接種券のない方は実費で３０００円となります。

その他費用
個人が使用する機器等に関わる費用（電気代等）
※診断書等の文書の発行に係る費用は、利用料として徴収いたします。

尿取り 50円

利用者の身体の状況により、おむつの利用が必要な時に、施設で用意する
ものをご利用いただいく場合にお支払いいただきます。（１枚あたり）

テープ止め 110円

リハビリパンツＭ 180円

リハビリパンツＬ 200円

２.　利用料金

食事 650円 施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。

日用品費 200円/日 石鹸・シャンプー・テッシュ・おしぼり・歯ブラシ等の費用

介護職員処遇改善加算 4.7%
厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇に対す
る改善を行った場合。

介護職員等特定処遇改善加算 2.0%
厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の処遇に対
する改善を行った場合。

口腔機能向上加算（Ⅰ） 450円/回
口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者
に対して個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又
は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施

口腔機能向上加算（Ⅱ） 480円/回
（Ⅰ）の要件に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を
厚生労働省に提出し、適切かつ有効に情報を活用しているこ
と。

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 60円/回
利用開始時及び6月ごとに口腔状態及び栄養状態について確
認を行い、その情報を介護支援専門員に提供した場合。

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 15円/回
利用開始時及び6月ごとに口腔状態または栄養状態について
確認を行い、その情報を介護支援専門員に提供した場合。

通所リハビリ・介護予防通所リハビリ両方にかかる加算

栄養アセスメント加算 150円/月

管理栄養士、看護師、介護士、相談員その他の職種が共同し
てアセスメントを実施し、利用者又は家族に説明を行い、栄
養状態等の情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効に情報
を活用していること。

栄養改善加算 600円/回
低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し
て、低栄養状態の改善を目的として、個別的に実施される栄
養食事相談等の栄養管理。


